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（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第167号
奈良市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱の一部
を改正する告示を次のように定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱の
一部を改正する告示

奈良市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱（平成
14年奈良市告示第122号）の一部を次のように改正する。
第２条第１号中「社会福祉施設等施設整備費国庫負担（
補助）金交付要綱」を「社会福祉施設等施設整備費国庫補
助金交付要綱」に改め、同条第２号中「、増築又は改築」
を「又は増築」に改め、同条第３号中「平成17年度次世代
育成支援対策施設整備交付金交付要綱（平成17年11月25日
厚生労働省発雇児第1125001号厚生労働事務次官通知」を
「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱（平成20年
６月12日厚生労働省発雇児第0612001号厚生労働事務次官
通知」に改め、同条第４号を削る。
第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を
第３号とする。
第４条第１項第１号及び第２号を次のように改める。
⑴ 国庫補助金要綱第２の６⑴に該当する場合
国庫補助金要綱第２の６⑴アによる選定額に国庫補
助金要綱第２の４の表⑥欄に定める県補助率を乗じて
得た額と、国庫補助金要綱第２の６⑴イによる算定額
とを比較していずれか少ないほうの額を施設ごとに合
計した額。ただし、保護施設等に地域交流スペースの
整備を行うときは、地域交流スペースに係る額を除い
て先に算定した交付額に、国庫補助金要綱第２の６⑴
エアからエまでのうちいずれか少ない額を加えたもの
を交付額とする。

⑵ 国庫補助金要綱第２の６⑶に該当する場合
国庫補助金要綱第２の６⑶アにより選定された額を
合算した額と、総事業費から寄附金その他の収入額を
控除した額とを比較して少ない方の額に、国庫補助金
要綱第２の４の表の⑥欄に定める県補助率を乗じて得
た額を施設ごとに合計した額

第４条第１項第４号中「、別表３又は別表４」を「、別
表１－３、別表３、別表４又は別表５」に改め、同項第５
号を削る。
第５条第１号を次のように改める。
⑴ 第２条の補助対象事業（以下単に「事業」という。）
に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承
認を受けなければならない。

第５条第２号中「第２条の補助事業（以下「事業」とい
う。）」を「事業」に改め、同条第３号中「50万円」を「30
万円」に改め、「昭和30年政令第255号」の次に「。以下
「適化法施行令」という。」を加え、同条第６号に次のた
だし書を加える。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不
動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用
の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、
前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する
日、又は適化法施行令第14条第１項第２号の規定によ
り厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいず
れか遅い日まで保管しておかなければならない。
第５条第７号中「確定した場合」の次に「（仕入控除税
額０円の場合を含む。）」を、「消費税及び地方消費税に係
る消費税仕入控除税額報告書」の次に「（別記第８号様
式）」を、「報告すること」の次に「。なお、事業者が全国
的に事業を展開する組織の１支部、１支社、１支所等で
あって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、
本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている
場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容
に基づき報告を行うこと」を加え、「あること」を「ある」
に改め、同条第８号中「寄付金等」を「寄附金等」に、
「指定寄付金」を「指定寄附金」に改め、同条第11号中
「お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は日本自転車振
興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会」を
「お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人Ｊ
ＫＡ若しくは公益財団法人日本財団」に改める。
別表第１及び別表第２を次のように改める。
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別表第１（第２条、第４条関係）

―44―

平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報

１ 施設の種類 ２ 設置根拠等 ３ 設置者 ４ 負担金
補助金
の別

５ 市 費
補助率

⑴ 保護施設 生活保護法（昭和25年法律第
144号）第41条

社会福祉法人又は日本赤十字社 補助金 ３／４

⑵ 社会事業授産施設 社会福祉法（昭和26年法律第
45号）第２条第２項第７号

社会福祉法人 補助金 ３／４

⑶ 障害福祉サービス
事業所等
ア 障害福祉サービ
ス事業所（療養介
護を除く。）

イ 障害福祉サービ
ス事業所（療養介
護に限る。）

ウ 障害者支援施設

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律（平成17年法律第123号。
以下「障害者総合支援法」と
いう）。第79条第２項

障害者総合支援法第79条第２
項

障害者総合支援法第83条第４
項

障害者総合支援法第79条第２項
に基づき事業を実施する法人（
社会福祉法人、医療法人、日本
赤十字社、公益社団法人、一般
社団法人、公益財団法人、一般
財団法人、ＮＰＯ法人、営利法
人等。以下「社会福祉法人等」
という。）
社会福祉法人等

地方税法（昭和25年法律第226号
）第348条第２項第10号の６及び
第10号の７の規定により固定資
産税を課されないこととされて
いる法人（社会福祉法人、日本
赤十字社、公益社団法人又は公
益財団法人等。医療法人を除く。
）

補助金

補助金

補助金

３／４

３／４

３／４

⑷ 居宅介護事業所、
短期入所事業所、共
同生活援助事業所及
び相談支援事業所

障害者総合支援法第79条第２
項

社会福祉法人等 補助金 ３／４

⑸ 身体障害者社会参
加支援施設

身体障害者福祉法（昭和24年
法律第283号）第28条第３項

社会福祉法人 補助金 ３／４

⑹ 児童発達支援事業
所、放課後等デイサ
ービス事業所

児童福祉法（昭和22年法律第
164号）第34条の３第２項

社会福祉法人等 補助金 ３／４

⑺ 保育所等訪問支援
事業所、障害児相談
支援事業所

児童福祉法第34条の３第２項 社会福祉法人等 補助金 ３／４

⑻ 福祉ホーム 障害者総合支援法第79条第２
項

社会福祉法人等 補助金 ３／４

⑼ 応急仮設施設 平成17年10月５日社援発第
1005010号厚生労働省社会・援
護局長通知「社会福祉施設等
における応急仮設施設整備の
国庫補助の取扱いについて」

本表中の施設の種類ごとに定め
られている設置者

補助金 ３／４

⑽ その他施設 別途厚生労働大臣が定める基
準等

社会福祉法人又は日本赤十字社 補助金 ３／４



別表第２（第４条関係）
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１ 区 分 ２ 施 設 ３ 市費補助率

地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）第２条
に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施
される事業のうち、同法別表第１に掲げる社会福祉施設
（木造施設の改築として行う場合）

・救護施設
・障害者支援施設（生活介護又は自
立訓練を行うものに限る。）

５／６

別記第２号様式中「⑸ その他参考事項」を
「 ⑸ 平成20年４月17日社援発第0417001号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の別添

１「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」第３の３の⑴に規定する抵当権の設定の有無
有 ・ 無

⑹ その他参考事項 」
に改める。
別記第６号様式中
「 ⑷ その他参考事項

（添付書類）
１ 請負の場合は、工事請負契約書の写し
直営の場合は、支払領収書の写し
賃貸借の場合は、賃貸借契約書の写し（仮設施設整備のみ）

２ 工事完了を確認するに足る検査済証の写し
（建築基準法第７条第３項又は第18条第７項の規定による検査済証） を

３ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）

４ 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）

５ 建物内外主要部分の写真
６ 工事契約金額報告書（別紙①） 」

「 ⑷ 平成20年４月17日社援発第0417001号「厚生労働省所管一般会計補助金等
に係る財産処分について」の別添１「厚生労働省所管一般会計補助金等に係
る財産処分承認基準」第３の３の⑴に規定する抵当権の設定の有無
有 ・ 無

⑸ その他参考事項
（添付書類）
１ 請負の場合は、工事請負契約書の写し
直営の場合は、支払領収書の写し
賃貸借の場合は、賃貸借契約書の写し（仮設施設整備のみ） に改める。

２ 工事完了を確認するに足る検査済証の写し
（建築基準法第７条第３項又は第18条第18項の規定による検査済証）

３ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）

４ 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図
（交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）

５ 建物内外主要部分の写真
６ 工事契約金額報告書（別記第７号様式） 」

別記第７号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改め、同様式の次に次の１様式を加える。



第８号様式（第５条関係）
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附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成30年３月28日から施行する。
（経過措置）
２ この告示による改正後の奈良市社会福祉施設等施設整
備費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度か
ら新たに補助を受ける事業に係る補助金について適用し、
平成28年度以前の年度から補助を受けている事業に係る
補助金については、なお従前の例による。

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第168号
奈良市地域自治協議会の設置及び認定等に関する要綱を
次のように定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市地域自治協議会の設置及び認定等に関する要
綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、地域自治協議会（以下「協議会」と
いう。）の設置及び認定等に関し必要な事項を定めるも
のとする。
（定義）
第２条 この要綱において「協議会」とは、共同体意識の
形成が可能な一定の地域において、当該地域の市民、市
民公益活動団体、事業者、学校その他の多様な主体（以
下これらを「市民等」という。）が一体となって民主的
に運営し、地域づくりを行う組織であって、第７条の規
定により市長が認定したものをいう。
（設置）
第３条 市民等は、主体的かつ一体となって地域の課題解
決を図るとともに、住みよいまちをつくるため、市長の
認定（以下「認定」という。）を受けて協議会を設置す
ることができる。
２ 協議会は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴ おおむね小学校区を区域とし、当該区域が他の協議
会の区域と重複しないこと。

⑵ 前号に掲げる区域（以下「区域」という。）で組織
され、本市に届出済みの自治会の半数以上及び地区自
治連合会、地区社会福祉協議会、地区民生委員・児童
委員協議会、自主防災防犯組織その他区域内で活動す
る団体が参加しており、地域を代表すると認められる
組織であること。

⑶ 区域に居住し、又は活動する市民等で構成されてい
ること。

⑷ 区域の住民の誰もが希望すれば協議会の活動に参画
できること。

⑸ 区域の将来像、目標、基本方針等が明記された地域
自治計画（以下「地域自治計画」という。）が策定さ
れていること。

⑹ 政治的活動又は宗教的活動を行っていないこと。

（運営）
第４条 協議会の組織及び運営は、次に掲げる事項を基本
とする。
⑴ 民主的で透明性が確保された運営がされていること。
⑵ 市民等に開かれた取組を行うこと。
⑶ 組織及び運営の基本となる事項を定めた規約（以下
「規約」という。）を有すること。

⑷ 規約に協議会の意思決定に係る事項が定められてい
ること。
⑸ 協議会の会議が原則として公開されていること。
２ 協議会は、区域内での情報共有や連絡調整を積極的に
図るよう努めるものとする。
（認定の申請）
第５条 協議会の代表者（以下「代表者」という。）は、
認定を受けようとするときは、奈良市地域自治協議会認
定申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添え
て市長に提出しなければならない。
⑴ 次に掲げる事項を記載した規約
ア 名称
イ 設立の目的
ウ 事務所の所在地
エ 活動の内容
オ 区域
カ 構成員に関する事項
キ 代表者、役員等の職務、任期及び選出方法に関す
る事項
ク 議決機関及び執行機関に関する事項
ケ 地域自治計画に関する事項
コ 会計に関する事項
サ 監査に関する事項
シ 規約の変更に関する事項
ス その他活動の実施に必要な事項
⑵ 認定の申請をすることについて総会で議決したこと
を証する書類
⑶ 協議会の役員の氏名及び参加団体の名称を記載した
もの
⑷ 組織図
⑸ 地域自治計画
⑹ 区域を示す図面
⑺ 当該年度の事業計画及び予算書
⑻ その他市長が必要と認める書類
（協議会認定への支援）
第６条 市は、協議会の設立に係る活動に要する経費につ
いて、必要な支援を行うことができる。
２ 市は、協議会を設立しようとする者又は前条の規定に
よる申請をしようとする者に対し、必要な情報の提供、
指導及び助言を行うものとする。
（認定等）
第７条 市長は、第５条の規定による申請があった場合は、
その内容を審査し、認定するときは奈良市地域自治協議
会認定通知書（別記第２号様式）により、認定しないと
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きは奈良市地域自治協議会不認定通知書（別記第３号様
式）により代表者に通知するものとする。
（変更の届出）
第８条 代表者は、第５条の申請書及び添付書類に記載し
た事項を変更しようとするときは、速やかに奈良市地域
自治協議会変更届出書（別記第４号様式）により市長に
届け出なければならない。ただし、市長が軽微と認める
変更については、この限りでない。
（認定の取消し）
第９条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当する
ときは、認定を取り消すことができる。
⑴ 第３条第２項各号に掲げる要件を満たさなくなった
とき。

⑵ 協議会としての活動実態がなく、再開の見込みがな
いことが明らかであるとき。

⑶ 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

⑷ 運営に関し不正な行為があったと認められるとき。
⑸ その他市長が適当でないと認めるとき。
２ 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、
奈良市地域自治協議会認定取消通知書（別記第５号様式
）により代表者に通知するものとする。
（解散に伴う届出）
第10条 代表者は、協議会を解散しようとするときは、解
散する日の30日前までに奈良市地域自治協議会解散届出
書（別記第６号様式）により市長に届け出なければなら
ない。
（委任）
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要
な事項は、市長が別に定める。

附 則
この告示は、平成30年４月１日から施行する。
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平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報

第
４
号
様
式
（
第
８
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係
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第
５
号
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式
（
第
９
条
関
係
）



（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第169号
奈良市地域自治協議会準備交付金交付要綱を次のように
定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市地域自治協議会準備交付金交付要綱

（趣旨）
第１条 市民参画及び協働によるまちづくりの推進を図る
ため、地域自治協議会（奈良市地域自治協議会の設置及
び認定等に関する要綱（平成30年奈良市告示第168号）
第２条に規定する協議会（以下「協議会」という。）を
いう。）の設立に係る経費に対し、同要綱第６条第１項
の規定により予算の範囲内で奈良市地域自治協議会準備
交付金（以下「交付金」という。）を交付するものとし、
その交付に関しては、奈良市補助金等交付規則（昭和59
年奈良市規則第23号。以下「規則」という。）に定める
もののほか、この要綱に定めるところによる。
（交付対象者）
第２条 交付金の交付を受けることができる者は、協議会
を設立するために組織された地域自治協議会準備会（以
下「準備会」という。）とする。

２ 準備会は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴ おおむね小学校区を区域とし、原則として当該区域
が他の協議会又は他の自治連合会の区域と重複しない

こと。
⑵ 前号に掲げる区域（以下「区域」という。）で活動
する各種団体が協議会の設立に対して理解があること。
⑶ 協議会の設立に対する機運が高く、その実現性が高
いこと。
⑷ 区域に居住し、又は活動する市民、市民公益活動団
体、事業者、学校その他の多様な主体で構成されてい
ること。
⑸ 区域の住民の誰もが希望すれば準備会の活動に参画
できること。
⑹ 政治的活動又は宗教的活動を行っていないこと。
（交付対象事業）
第３条 交付金の交付を受けることができる事業（以下「
対象事業」という。）は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 協議会の設立準備
⑵ 地域自治計画の策定
⑶ その他市長が必要と認める事業
２ 交付金の交付は１地区につき１回限りとする。
（交付対象経費及び交付金の額）
第４条 対象事業に要する経費のうち交際費及び慶弔費並
びに懇親会等に係るものは、交付金の交付の対象としな
い。
２ 交付金の額は、300,000円を限度とする。
（交付金の交付申請）
第５条 交付金の交付を受けようとする準備会は、規則第
４条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を
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奈 良 市 公 報 号外第４号
平成30年６月22日
（金 曜 日）
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添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書
⑶ 規約
⑷ 準備会の役員の氏名及び参加団体の名称を記載した
もの

⑸ 区域を示す図面
⑹ その他市長が必要と認める書類
（交付金の概算払）
第６条 市長は、交付金の交付を決定した場合において、
必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができ
る。この場合においては、交付金の実績報告により交付
金の額が確定した後で交付金の精算を行うものとする。
（実績報告書の添付書類）
第７条 交付金の交付を受けた準備会は、規則第14条に定
める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し
なければならない。
⑴ 対象事業に関する支出を証明する書類
⑵ 地域自治計画の策定に関する資料
⑶ 対象事業に係る会議録、現場写真及び広報紙等
⑷ その他市長が必要と認める書類
（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関
し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則

この告示は、平成30年４月１日から施行する。
（平成30年３月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第170号
都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和31年
法律第79号）第２条の２及び都市公園法施行令（昭和31年
政令第290号）第９条の規定に基づき、次のとおり公告し
ます。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第171号
奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負
担額の軽減制度事業実施要綱の一部を改正する告示を次の
ように定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用
者負担額の軽減制度事業実施要綱の一部を改正する
告示

奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負
担額の軽減制度事業実施要綱（平成12年奈良市告示第325
号）の一部を次のように改正する。
附則第７項中「平成27年度及び平成28年度においては、」

を削る。
別記第１号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改める。

附 則
この告示は、平成30年３月28日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市社会福祉法人等による介護保険サービ
ス利用者負担額の軽減制度事業実施要綱の規定は、平成29
年４月１日以後に提供されるサービスに係る軽減から適用
する。

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第172号
奈良市家庭的保育事業実施要綱を廃止する告示を次のよ
うに定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市家庭的保育事業実施要綱を廃止する告示

奈良市家庭的保育事業実施要綱（平成25年奈良市告示第
690号）は、廃止する。

附 則
この告示は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第173号
奈良市私立幼稚園運営費補助金交付要綱の一部を改正す
る告示を次のように定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市私立幼稚園運営費補助金交付要綱の一部を改
正する告示

奈良市私立幼稚園運営費補助金交付要綱（平成29年奈良
市告示第542号）の一部を次のように改正する。
第２条第１号中「設置する幼稚園」の次に「（子ども・
子育て支援法（平成24年法律第65号）第27条第１項に規定
する確認を受けたものを除く。）」を加える。

附 則
この告示は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第174号
奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を改正
する告示を次のように定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を
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平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報

名称 位置 区 域 供用開始日

菅原町第
６号街区
公園

菅原町
692番17、
19

別紙図面のとおり（
別紙図面は省略し、
奈良市都市整備部公
園緑地課において一
般の縦覧に供します。
）

平成30年
３月28日押熊町第

18号街区
公園

押熊町
2110番63



改正する告示
奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱（昭和61年奈
良市告示第52号）の一部を次のように改正する。
第２条第１号中「次号」を「第３号」に改め、同条中第
６号を第７号とし、第５号を削り、第４号を第６号とし、
第３号を第５号とし、同号の前に次の１号を加える。
⑷ 幼稚園のうち、就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第１項の
認定を受けたもの

第２条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を
加える。
⑵ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第４条第１項の
規定により認可を受けた幼稚園（以下「幼稚園」とい
う。）のうち、子ども・子育て支援法（平成24年法律
第65号）第27条第１項に規定する確認を受けたもの

第３条第１項第４号中「前条第６号」を「前条第７号」
に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号を削り、同項
第２号中「前条第４号」を「前条第６号」に改め、「（小規
模保育事業所Ａ型）」の次に「、保育士宿舎借り上げ支援
事業費補助金」を加え、同号を同項第４号とし、同項第１
号中「前条第３号」を「前条第５号」に改め、「（平成24年
法律第65号）」を削り、同号を同項第３号とし、同項に第
１号及び第２号として次の２号を加える。
⑴ 前条第２号の施設 一時預かり事業補助金（幼稚園

型）
⑵ 前条第４号の施設 延長保育事業補助金、一時預か
り事業補助金（幼稚園型）
第４条第２号中「同条第２号の規定に該当する民間保育
所」を「同条第２号の規定に該当する幼稚園にあつては幼
稚園設置基準（昭和31年文部省令第32号）及びその他の関
係法令に、同条第３号の規定に該当する民間保育所及び同
条第４号の規定に該当する幼稚園」に、「同条第３号」を
「同条第５号」に、「同条第４号」を「同条第６号」に改
め、「及び同条第５号の規定に該当する富雄第三幼稚園内
家庭的保育室」を削り、「同条第６号」を「同条第７号」
に改める。
別表職員給与改善費補助金の項中「17,700円」を「18,

000円」に改め、同表病児・病後児保育事業費補助金の項
中「病児保育事業実施要綱」に次に「（平成27年雇児発
0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」を
加え、「当該額」を「事業開始年度において事業期間が６
箇月未満の場合を除くものとし、当該額」に、「１施設当
たり年額500,000円（事業開始年度限りとし、事業期間が
６箇月未満の場合は250,000円）」を「礼金及び賃借料（開
設前月分） １施設当たり年額600,000円（事業開始年度
に支払われたものに限る。）」に改める。
別表家庭的保育運営費補助金の項を削り、同表に次のよ
うに加える。
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奈 良 市 公 報 号外第４号
平成30年６月22日
（金 曜 日）

保育士宿
舎借り上
げ支援事
業費補助
金

保育士宿舎借り上げ支援事
業実施要綱（平成29年雇児発
0417第２号厚生労働省雇用均
等・児童家庭局長通知）に基
づく保育士宿舎借り上げ事業
を実施していること。

保育士宿舎借り上げ事業
を実施するために必要な経
費

平成29年度保育対策総合支援事業費補助金
交付要綱（平成29年８月３日厚生労働省発子
0803第２号厚生労働事務次官通知）に基づき
算出された基準額（１戸当たり月額60,000円
を上限）に４分の３を乗じて得た額（その額
に1,000円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨てた額）

都市部に
おける保
育所等へ
の賃借料
支援事業
費補助金

都市部における保育所等へ
の賃借料支援事業実施要綱（
平成29年雇児発0331第30号厚
生労働省雇用均等・児童家庭
局長通知）に基づき、賃貸物
件において保育所の運営を行
つていること。

保育所等の用に供する賃
貸物件の賃借に必要な経費

平成29年度保育対策総合支援事業費補助金
交付要綱に基づき算出された額

附 則
この告示は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第175号
奈良市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱の一部
を改正する告示を次のように定める。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱の
一部を改正する告示

奈良市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱（平成
25年奈良市告示第422号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「設置する幼稚園」の次に「（子ども・
子育て支援法（平成24年法律第65号）第27条第１項に規定
する確認を受けたものを除く。）」を加える。
第３条第２項中「日数」の次に「（以下「実施日数」と

いう。）」を加える。
第４条第２項中「別表」を「別表第１」に、「26日」を
「25日」に、「100,000円」を「別表第２の左欄に掲げる１
年度の実施日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め
る額」に改める。
別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。



別表第２（第４条関係）

附 則
この告示は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第176号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成30年３月９日 奈良市指令整開 第17Ａ－45号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年３月28日 第1624号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市奈良阪町1865番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市奈良阪町2316番地
村田 喜彦

（平成30年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第177号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成30年２月５日 奈良市指令整開 第17Ａ－47号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年３月28日 第1625号
公共施設 平成30年３月28日 第784号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市疋田町二丁目711番１及び714番５

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市疋田町一丁目４番16号
株式会社英和 代表取締役 上村 英彦

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市疋田町二丁目711番１の一部
（平成30年３月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第178号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第４
号の規定による事業計画のある道路を次のとおり指定した
ので建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10
条の規定により公告します。
平成30年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定年月日

平成30年３月29日
２ 指定した道路の名称
① 市道 区画道路１号線
② 市道 区画道路５号線
３ 指定した道路の幅員
① 6.0ｍ
② 6.0ｍ
４ 指定した道路の延長
① 25.0ｍ
② 57.5ｍ
５ 指定した道路の区域
① 奈良市大森西町167番８地先から奈良市大森西町172
番１地先まで
② 奈良市大森西町167番１地先から奈良市大森西町165
番３地先まで

（平成30年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第179号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお
いて準用する同法第19条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）下水道を変更しました
ので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１
項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第２項にお
いて準用する同法第20条第２項の規定により当該都市計画
の図書を奈良市都市整備部都市計画課において公衆の縦覧
に供します。
平成30年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類及び名称

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）下水
道
奈良市公共下水道

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域
奈良市赤膚町、秋篠町、池田町、石木町、歌姫町、大
和田町、北之庄町、窪之庄町、五条町、神殿町、佐紀町、
柴屋町、田中町、東九条町、白毫寺町、古市町、藤原町、
山陵町、六条町及び山町の各一部

（平成30年３月29日掲示済）
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１年度の実施日数 加算額

25日以上30日未満 100,000円

30日以上35日未満 150,000円

35日以上40日未満 200,000円

40日以上45日未満 250,000円

45日以上 300,000円



―――――――――――――――――――
奈良市告示第180号
農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条
第１項の規定に基づき農用地利用集積計画を定めたので、
同法第19条の規定に基づき公告します。
平成30年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
（平成30年３月29日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第181号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成30年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
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指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ぽれぽれ四条大路 奈良県奈良市四条大路二丁目
860－１ 地域密着型 認知症対応型通所介護

地域密着型 介護予防認知症対応型
通所介護

平成30年３月１日
株式会社ひまわりの会 奈良県奈良市登美ケ丘二丁目２

番15号

ライサポデイくらぶ奈
良

奈良県奈良市南京終町三丁目
397－２

居宅 通所介護 平成30年３月１日
有限会社ヤマキ代務サ
ービス 奈良県奈良市南城戸町28番地

タナカ介護相談所 奈良県奈良市南京終町四丁目
378番34

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成30年３月１日
キンキグループ合同会
社

奈良県奈良市南京終町四丁目
378番34

デイサービス太陽 あ
さひ

奈良県奈良市高天市町22番地の
１ 居宅 通所介護

通所型サービス（独自） 平成30年３月１日
株式会社エース 奈良県奈良市高天市町22番地の

１

（平成30年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第182号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

松村 芳彦
柔道整復 平成30年３月１日

松村接骨院 奈良県奈良市今辻子町３－１

（平成30年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第183号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年９月12日 奈良市指令整開 第16Ａ－11号
平成29年４月18日 奈良市指令整開

第16Ａ－11－１号
平成29年11月１日 奈良市指令整開

第16Ａ－11－２号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成30年３月29日 第1626号
公共施設 平成30年３月29日 第785号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市中町4961番16 他24筆（２工区）

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名



奈良市西大寺国見町一丁目４番１－１
大和ハウス工業株式会社 奈良支店
支店長 井上 富重

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市中町4961番16 他３筆

⑵ 下水道
奈良市中町4961番16の一部 他２筆

（平成30年３月29日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第184号
道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に
基づき、平成30年４月１日から次の市道の路線を廃止しま
す。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第185号
道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に
基づき、平成30年４月１日から次の路線を本市の市道路線

に認定します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸



―57―

奈 良 市 公 報 号外第４号
平成30年６月22日
（金 曜 日）



―58―

平成30年６月22日
（金 曜 日）号外第４号 奈 良 市 公 報

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第186号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に
基づき、平成30年４月１日から次のように道路の区域を決

定します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第187号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、平成30年４月１日から次のように道路の供用を開
始します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第189号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に
基づき、平成30年４月１日から道路の区域を変更します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第188号
道路法（昭和27年法律第180号）第48条の13第３項の規
定に基づき、平成30年４月１日から次の市道路線を歩行者

専用道路に指定します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第190号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、平成30年４月１日から道路の供用を開始します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第191号
奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金交付要
綱の一部を改正する告示を次のように定める。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金交
付要綱の一部を改正する告示

奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金交付要
綱（平成27年奈良市告示第505号）の一部を次のように改
正する。
第４条第１項中「建築様式に」を「建築様式で」に改め
る。
第５条中「とおり」を「もの」に改め、同項第１号中「
設計監理費（設計上」を「測量費（修理上」に、「事前調
査」を「調査」に、「を含む」を「に限る」に改める。

附 則
この告示は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第192号
森林法（昭和26年法律第249号）第10条の５第１項の規
定により奈良市森林整備計画をたてたので、当該森林整備
計画を閲覧に供します。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
閲覧場所 奈良市二条大路南一丁目１番１号

奈良市役所観光経済部農林課内
（平成30年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第193号
大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）近
鉄西大寺駅南土地区画整理事業の事業計画を変更したので、
土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第55条第13項に
おいて準用する同条第9項の規定により次のとおり公告し
ます。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 土地区画整理事業の名称

大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）
近鉄西大寺駅南土地区画整理事業
２ 施行者の名称

奈良市
３ 施行地区

奈良市西大寺国見町一丁目、西大寺国見町二丁目、西
大寺南町、西大寺芝町一丁目、青野町、菅原町、横領町
及び宝来町の各一部
４ 事業施行期間
⑴ 変更前 昭和63年７月18日から平成30年３月31日ま
で
⑵ 変更後 昭和63年７月18日から平成35年３月31日ま
で

５ 事業所の所在地
主たる事務所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課
従たる事務所
奈良市西大寺南町２番６号
奈良市都市整備部西大寺駅周辺整備事務所

６ 事業計画の決定の年月日
昭和63年７月18日

７ 事業計画の変更の年月日
平成30年３月30日

（平成30年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示194号
奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改
正する告示を次のように定める。
平成30年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部
を改正する告示

奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（昭和61年
奈良市告示第133号）の一部を次のように改正する。
第１条中「私立幼稚園の」を「私立幼稚園（子ども・子
育て支援法（平成24年法律第65号）第27条第１項に規定す
る確認を受けたものを除く。以下同じ。）の」に改める。
第２条中「５歳児」の次に「（以下これらを「園児」と
いう。）」を加え、「国の当該年度の幼稚園就園奨励費補助
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金交付要綱」を「別表」に改め、同項に次のただし書を加
える。
ただし、保育料等の額が同表に掲げる額を下回るとき
は、当該保育料等の額を補助金の額とする。
第２条に次の１項を加える。
２ 前項に定めるもののほか補助金の算定については、国
の当該年度の幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める
ところによる。
第３条第１項中「７月31日」を「４月から６月までの間
に在園する保育料等の減免の対象となる園児（以下「対象
園児」という。）について取りまとめ、７月31日までの間
で市長が定める日」に改め、「の各号」を削り、同項第１
号中「（別記第１号様式）」を削り、同項第２号中「（別記
第２号様式）」を削り、同条第３項中「第１項第２号及び
前項第１号の」を「前３項の場合において、」に改め、「課
税（非課税）証明書」の次に「（転入によるものにあつて
は、市民税の課税（非課税）証明書に限る。）」を加え、同
項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を削り、「保
育料等の減免の対象となる幼児の入園」を「対象園児の入

園等」に、「１月末日」を「１月31日」に、「に次の各号に
掲げる書類を添えて、」を「及び保育料等減免措置に関す
る調書を」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の
次に次の１項を加える。
２ 前項の期日において補助金の交付対象となる対象園児
が在園していなかつた私立幼稚園で、７月から１月まで
の間に入園（市外からの転入によるものを含む。）又は
園児が属する世帯変更（以下「入園等」という。）によ
り対象園児がいることとなつたものの設置者は、当該年
度の１月31日までに、申請書に同項各号に掲げる書類を
添えて市長に提出しなければならない。
第４条中「前条第２項」の次に「又は第３項」を加え、
「（別記第３様式）」を削る。
第５条中「の各号」を削り、同条第２号中「（別記第５

号様式）」を削る。
第６条中「（別記第４号様式）」を削る。
附則第３項を削る。
附則の次に次の別表を加える。
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別表（第２条関係）

所得階層区分 一世帯当たりの補助金の額
１人就園の場合及
び同一世帯から２
人以上就園してい
る場合の最年長者
（第１子）

同一世帯から２人
以上就園している
場合の次年長者（
第２子）

同一世帯から３人
以上就園している
場合の左欄以外の
園児（第３子以降
）

小学校１～３年生
の兄・姉１人を有
しており、就園し
ている場合の最年
長者（第２子）

小学校１～３年生
の兄・姉１人を有
しており、同一世
帯から２人以上就
園している場合の
左欄以外の園児及
び小学校１～３年
生に兄・姉を２人
以上有している園
児（第３子以降）

Ⅰ 生活保護法の
規定による保
護又は中国残
留邦人等支援
給付を受けて
いる世帯

円

229,200

円

268,000

円

308,000

円

249,000

円

308,000
Ⅱ 当該年度の市
町村民税が非
課税となる世
帯及び市町村
民税の所得割
が非課税とな
る世帯 199,200 253,000 308,000 226,000 308,000

Ⅲ 当該年度の市
町村民税の所
得割額が
77,100円以下
の世帯 115,200 211,000 308,000 163,000 308,000

Ⅳ 当該年度の市
町村民税の所
得割額が
211,200円以
下の世帯 62,200 185,000 308,000 114,000 308,000

Ⅴ 上記区分以外
の世帯 308,000

備考 この表に定めるもののほか、補助金の算定については、国の当該年度の幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の
定めるところによる。



附 則
この告示は、平成30年４月１日から施行する。

（平成30年３月30日掲示済）
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